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一
、
は
じ
め
に

　

中
国
大
陸
の
山
東
半
島
の
南
の
付
け
根
に
位
置
す
る
江
蘇
省
連
雲
港
市
は
黄

海
に
面
し
た
良
港
で
あ
り
、
ま
た
、
大
陸
の
東
西
を
結
ぶ
鉄
道
「
隴
海
線
」
の

東
の
終
着
点
で
あ
る
。
山
東
半
島
に
は
入
江
が
分
布
し
、
現
代
ま
で
青
島
や
威

海
、
煙
台
な
ど
著
名
な
海
港
が
多
く
存
在
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
山
東
半
島

よ
り
南
の
黄
海
沿
岸
は
、
淮
河
や
黄
河
か
ら
流
れ
出
た
泥
土
が
長
年
に
わ
た
っ

て
堆
積
し
、
こ
の
連
雲
港
か
ら
南
に
は
長
江
河
口
に
至
る
ま
で
、
大
き
な
海
港

は
存
在
し
な
い
。
連
雲
港
は
二
千
年
前
の
秦
漢
時
代
に
あ
っ
て
も
南
北
の
海
の

道
と
東
西
の
陸
の
道
が
交
差
す
る
重
要
な
地
点
で
あ
っ
た
。
連
雲
港
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
近
代
以
降
の
こ
と
で
、
唐
か
ら
清
代
ま
で
は
海
州
、
そ

の
前
の
漢
代
に
は
東
海
郡

県
で
あ
っ
た
。『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
に
「
於
是

立
石
東
海
上

界
中
、
以
為
秦
東
門
」
と

の
記
述
が
み
え
、
秦
代
か
ら
集
落

が
存
在
し
て
い
た
古
い
都
市
で
あ
る
。

　

一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
こ
の
連
雲
港
か
ら
三
つ
の
漢
・

新
代
の
重
要
な
文
字
資
料
が
発
見
さ
れ
た
。
第
一
は
一
九
九
三
年
に
地
下
か
ら

発
見
さ
れ
た
尹
湾
漢
墓
漢
牘
で
あ
り
、
第
二
は
一
九
八
七
年
に
発
見
さ
れ
た

「
羊
窩
頭
刻
石
」、
第
三
は
一
九
九
九
年
に
発
見
さ
れ
た
「
蘇
馬
湾
刻
石
」
で
あ

る
。
い
ず
れ
も
前
漢
末
か
ら
新
代
と
い
う
非
常
に
近
接
し
た
時
期
の
資
料
で
あ

る
）
1
（

。
尹
湾
漢
墓
漢
牘
に
は
「
東
海
郡
吏
員
簿
」・「
東
海
郡
下
轄
長
吏
名
籍
」
等

と
称
さ
れ
る
資
料
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
漢
末
の
東
海
郡
の
行
政
組
織
、
県
お
よ

び
官
吏
の
配
置
、
役
人
の
出
張
日
記
な
ど
詳
細
な
情
報
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
た
め
、
発
見
当
初
か
ら
多
く
の
学
者
に
よ
る
研
究
蓄
積
が
あ
る）

2
（

。

「
羊
窩
頭
刻
石
」「
蘇
馬
湾
刻
石
」
は
、「
東
海
琅
邪
郡
界
域
刻
石
」
と
総
称
さ

れ
、
東
海
郡

県
と
琅
邪
郡

県
の
間
の
行
政
区
画
を
分
け
る
「
界
域
刻
石
」

と
一
般
的
に
は
認
識
さ
れ
て
い
る
。
連
雲
港
市
文
管
会
弁
公
室
・
連
雲
港
市
博

物
館
「
連
雲
港
市
東
連
島
東
海
琅
邪
郡
界
域
刻
石
調
査
報
告）

3
（

」
は
ふ
た
つ
の
刻

石
を
総
合
的
に
分
析
し
た
最
初
の
論
文
で
あ
る
が
、
東
海
郡
と
琅
邪
郡
の
境
域

を
示
す
刻
石
と
い
う
意
味
づ
け
と
と
も
に
、
海
の
境
界
線
を
わ
け
る
「
海
疆
境

域
刻
石
」
で
あ
る
と
も
意
義
づ
け
て
い
る）

4
（

。
ま
た
、
鶴
間
和
幸
は
始
皇
帝
の
東

〈
論
説
〉

「
東
海
琅
邪
郡
界
域
刻
石
」
を
め
ぐ
っ
て

〜
中
国
古
代
の
海
上
交
通
と
航
路
標
識

村　

松　

弘　

一
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方
巡
行
に
関
す
る
調
査
論
文
の
な
か
で
「
羊
窩
頭
刻
石
」
に
つ
い
て
言
及
し
、

刻
石
は
東
連
島
が
北
の
琅
邪
郡
と
南
の
東
海
郡

県
と
の
界
境
に
位
置
し
て
い

る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
現
地
調
査
時
に
は
ま
だ

「
蘇
馬
湾
刻
石
」
は
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
二
つ
の
刻
石
が
な
ぜ
置
か
れ
た
の

か
に
つ
い
て
の
そ
の
後
の
見
解
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い）

5
（

。
ま
た
、
佐
竹
靖
彦
は
、

海
面
は
琅
邪
郡
の

県
、
陸
部
は
東
海
郡
の

県
に
属
す
る
と
い
う
境
界
石
の

機
能
と
と
も
に
、
こ
の
境
界
石
を
起
点
に
東
は
無
限
に
、
西
は
況
其
県
に
至
る

緯
度
の
線
を
確
定
す
る
役
割
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
、
さ
ら
に
東
西
に
走
る
緯

度
の
線
と
し
て
の
「
高
陌
」
に
よ
っ
て

県
と

県
の
境
が
区
画
さ
れ
て
い
た

と
解
釈
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
当
時
、
一
般
的
に
東
西
の
経
度
の
ご
と
き
直
線

的
な
境
界
線
、
南
北
の
緯
度
の
如
き
直
線
的
な
境
界
線
を
表
示
す
る
い
わ
ゆ
る

界
域
刻
石
に
よ
っ
て
県
と
県
の
間
の
境
界
が
確
定
さ
れ
て
い
た
と
も
推
測
し
て

い
る）

6
（

。
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
刻
石
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
独
自
の
解
釈
は
見

ら
れ
る
が
、
総
じ
て
、
二
つ
の
刻
石
を
郡
と
郡
、
県
と
県
の
境
界
を
示
す
刻
石

で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
一
致
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
郡
の
境
域
を
示
す
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
二
㎞
と
い
う
近
接
し
た
場
所

に
二
つ
の
刻
石
が
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
、
な
ぜ
こ

れ
ら
の
刻
石
以
外
に
秦
漢
時
代
の
郡
県
境
界
を
示
す
刻
石
が
発
見
さ
れ
て
い
な

い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
根
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど

議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
二
つ
の
刻
石
の
刻
文
を

分
析
し
、
つ
ぎ
に
石
刻
周
辺
の
古
代
の
地
理
環
境
と
置
か
れ
た
場
所
の
意
味
、

そ
し
て
、
石
刻
と
水
上
交
通
路
の
関
係
か
ら
刻
石
が
造
ら
れ
た
意
義
を
考
え
て

み
た
い
。

二
、
東
海
琅
邪
郡
界
域
刻
石
の
発
見
と
銘
文
の
分
析

　

ま
ず
、
二
つ
の
刻
石
の
発
見
状
況
と
銘
文
の
分
析
を
お
こ
な
い
た
い
。
先
に

発
見
さ
れ
た
「
羊
窩
頭
刻
石
」
は
、
一
九
八
七
年
、
連
雲
港
市
東
北
の
東
連
島

の
東
端
、
灯
塔
山
羊
窩
頭
北
斜
面
の
海
面
か
ら
約
八
ｍ
の
と
こ
ろ
で
二
つ
に
割

れ
た
状
態
で
見
つ
か
っ
た
。
こ
の
刻
石
は
琅
邪
郡
と
東
海
郡
の
境
界
を
示
す
石

と
し
て
話
題
に
な
っ
た
が
、
海
の
波
の
影
響
で
表
面
が
摩
滅
し
、「
東
海
郡

」

や
「
琅
邪
郡
」「
界
石
分
高
」「
西
直
」「
界
東
」「
無
極
」
な
ど
い
く
つ
か
の
文

字
が
断
片
的
に
確
認
で
き
る
だ
け
で
、
全
体
の
文
意
を
理
解
で
き
る
よ
う
な
状

況
に
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
二
年
後
の
一
九
九
九
年
、
羊
窩
頭
刻

石
の
西
、
約
二
㎞
の
蘇
馬
湾
で
新
た
に
「
蘇
馬
湾
刻
石
」
が
発
見
さ
れ
た
。
こ

ち
ら
の
刻
石
は
割
れ
て
お
ら
ず
、「
羊
窩
頭
刻
石
」
に
比
べ
て
文
字
の
判
読
可

能
で
、
さ
ら
に
始
建
国
四
年
の
紀
年
も
見
ら
れ
る
。「
羊
窩
頭
刻
石
」
と
「
蘇

馬
湾
刻
石
」
の
字
体
は
似
て
お
り
、
刻
さ
れ
た
時
期
は
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

で
は
、
二
つ
の
刻
石
に
は
何
が
書
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
両
刻

石
の
拓
本
お
よ
び
注
釈
書
の
釈
文
を
参
考
に
し
て
、
筆
者
が
釈
読
し
た
刻
文
は

次
頁
の
と
お
り）

7
（

。「
蘇
馬
湾
刻
石
」
は
一
行
あ
た
り
四
〜
六
文
字
、
一
二
行
、

合
計
六
〇
文
字
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、
文
字
の
大
き
さ
は
一
定
で
は
な
い
。
一

方
、「
羊
窩
頭
刻
石
」
は
一
行
あ
た
り
五
文
字
か
ら
八
文
字
、
八
行
、
合
計
四

一
文
字
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、
こ
ち
ら
も
文
字
の
大
き
さ
は
一
定
で
は
な
い
。

後
に
発
見
さ
れ
た
「
蘇
馬
湾
刻
石
」
の
文
字
の
方
が
解
読
し
や
く
、
ま
た
、
字

数
も
多
い
こ
と
か
ら
、
先
に
「
蘇
馬
湾
刻
石
」、
そ
の
の
ち
「
羊
窩
頭
刻
石
」

の
釈
読
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。
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図 1　蘇馬湾刻石拓本（『連雲港石刻調査与研究』二〇一五年）

図 2　羊窩頭刻石拓本（『連雲港石刻調査与研究』二〇一五年）

蘇
馬
湾
刻
石

1　

東
海
郡

與

2　

琅
邪
郡

為

3　

界
因
諸
山
以
南

4　

属

水
以
北
属

5　

西
直
況
其

6　

與

分
高

7　

頂
為
界
東

8　

各
承
無
極

9　

始
建
国
四
年

10　

二
月
朔
乙
卯
以

11　

使
者
徐
州
牧

12　

治
所
書
造

羊

頭
刻
石

1　

東
海
郡

與

2　

琅
邪
郡

為

3　

界
與
□
界
盡
□
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西
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写真 3　羊窩頭刻石①（二〇一六年筆者撮影） 写真 4　羊窩頭刻石②（二〇一六年筆者撮影）

写真 1　蘇馬湾刻石①（二〇一六年筆者撮影） 写真 2　蘇馬湾刻石②（二〇一六年筆者撮影）

衛星写真 1　東連島の二つの刻石の位置

画像処理：東海大学情報技術センター　データ：Landsat8　2017/02/11撮影
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ま
ず
、
蘇
馬
湾
刻
石
の
釈
文
を
内
容
に
従
っ
て
区
切
り
、
刻
文
全
体
の
文
意

を
確
認
す
る
。

①
東
海
郡

與
琅
邪
郡

為
界
。

　
（
東
海
郡

県
は
琅
邪
郡

県
と
界
を
為
す
）

　

東
海
郡
は
漢
の
高
祖
の
時
に
設
置
さ
れ
、
前
漢
末
に
は

県
（
現
在
の
山
東

省

城
県
）
を
郡
治
と
し
て
三
八
県
が
設
置
さ
れ
て
い
た
（『
漢
書
』
地
理
志
）。

現
在
の
山
東
省
棗
庄
市
の
西
、
臨
沂
市
・
東
海
県
、
江
蘇
省

州
市
の
南
ま
で

を
郡
域
と
す
る
。

県
は
、
秦
の
東
門
が
立
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
秦
代
に
は

存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
漢
代
に
は
鉄
官
が
置
か
れ
（『
漢
書
』
地
理

志
）、
尹
湾
漢
墓
簡
牘
「
東
海
郡
吏
員
簿
」
に
よ
れ
ば
周
辺
の
伊
盧
や
郁
州
に

は
塩
官
が
置
か
れ
て
い
る
。『
後
漢
書
』
郡
国
志
に
は
「
　

有
鉄
、
有
伊
盧

郷
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

県
は
塩
官
・
鉄
官
が
置
か
れ
、
こ
の
地
域
の
重
要

な
都
市
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

県
の
位
置
に
関
し
て
は
、
北
魏
時
代
の
『
水

経
注
』
巻
三
十
淮
水
注
に
「（
游
水
）
又
逕

山
西
。
山
側
有

県
故
城
。」
と

あ
り
、
游
水
（
現
在
の
薔
薇
河
）
の
東
、

山
（
現
在
の
錦
屛
山
）
の
間
に
漢

代
の

県
（

県
故
城
）
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

琅
邪
郡
は
秦
の
時
に
置
か
れ
、
前
漢
末
に
は
東
武
県
（
現
在
の
山
東
省
諸
城

県
）
を
郡
治
と
し
て
、
五
一
県
が
設
置
さ
れ
た
。
始
皇
帝
は
二
回
目
の
巡
幸
の

際
、
琅
邪
台
に
至
り
、
大
い
に
楽
し
み
三
ヶ
月
間
も
滞
在
し
た
と
い
う
（『
史

記
』
秦
始
皇
本
紀
「
大
楽
之
、
留
三
月
」）。
現
在
の
日
照
市
、
諸
城
県
の
南
、

沂
南
の
東
を
郡
域
と
す
る）

8
（

。

県
は
『
漢
書
』
地
理
志
に
「

、
根
艾
水
東
入

海
。
莽
曰
祓
同
」
と
あ
る
。『
中
国
歴
史
地
図
集
』
の

県
は
現
在
の
青
島
市
、

膠
州
湾
の
西
岸
に
比
定
し
て
い
る）

9
（

。
お
そ
ら
く
、『
水
経
注
』
膠
水
注
の
「
斯

乃
拒
艾
水
也
。
水
出
拒
県
西
南
拒
艾
山
…
東
北
流
逕
拒
県
故
城
西
…
又
東
北
流

…
又
東
入
海
」
と
あ
る
拒
県
を

県
、
膠
水
水
系
の
拒
艾
水
を
根
艾
水
と
し
、

膠
州
湾
へ
入
る
河
川
と
考
え
た
た
め
、
そ
の
位
置
に
比
定
し
た
の
だ
ろ
う
。
た

だ
し
、『
後
漢
書
』
郡
国
志
に
は
北
海
国
に
拒
県
が
み
え
、
こ
れ
を
前
漢
の
琅

邪
郡
の

と
す
る
と
い
う
見
方
も
あ
り
、
ま
た
、
前
漢
の
膠
東
国
の
挺
県
と
す

る
説
な
ど
、
諸
説
あ
る）

10
（

。
こ
の
刻
石
で
は
、
東
海
郡

県
と
境
界
を
隔
て
た
隣

に

県
が
な
け
れ
ば
文
意
が
通
じ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、

県
は
膠
州
湾
で

は
な
く
、

県
に
限
り
な
く
近
い
は
ず
で
あ
る
。
再
び
、『
水
経
注
』
の
別
の

記
載
に
注
目
す
る
と
、『
水
経
注
』

水
注
に
「
柤
水
出
于
楚
之
柤
地
…
東
南

流
逕
偪
陽
県
故
城
東
北
…
柤
水
又
東
南
、
乱
于
沂
而
注

、
謂
之
柤
口
、
城
得

其
名
矣
。
東
南
至

県
入
游
、
注
海
也
」
と
み
え
る
。
こ
の
柤
水
と
い
う
河
川

は

県
の
西
方
の
偪
陽
県
故
城
、
現
在
の
徐
州
の
北
か
ら
東
南
方
向
へ
流
れ
、

柤
口
で

水
と
合
流
し
、

県
で
游
水
に
入
り
、
海
に
注
ぐ
こ
と
に
な
る
。

「
柤
」
と
「

」
と
で
は
、
音
は
異
な
る
が
、「
且
」
と
「
巨
」
の
字
体
の
形
状

が
似
て
い
る
。
柤
口
に
は
城
も
築
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
が

で
あ
る
可
能
性
を

考
え
た
い
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
、
東
海
郡

県
と
琅
邪
郡

県
は
境
界
が
接
す
る

こ
と
と
な
る）

11
（

。

②
因
諸
山
以
南
属

、
水
以
北
属

。

　
（
諸
山
以
南
因
っ
て

県
に
属
し
、
水
以
北
は

県
に
属
す
）

　

諸
山
は
そ
れ
よ
り
南
が

に
属
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、

県
の
北
に
分
布

す
る
山
々
を
指
す
。
ひ
と
つ
は
錦
屛
山
（

山
）
で
あ
る
が
、
諸
山
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
そ
こ
か
ら
東
北
方
向
に
連
な
る
孔
望
山
・
花
果
山
・
雲
台
山
・
東
西

連
山
ま
で
の
山
並
み
（
後
述
す
る
よ
う
に
、
漢
代
は
島
々
で
あ
っ
た
が
）
を
示

す
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
よ
り
も
南
は

県
の
領
域
に
含
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
水
以
北
は

に
属
す
と
あ
り
、
①
の
分
析
で
、

県
附
近
に
は



94

柤
水
・

水
・
游
水
の
流
れ
が
合
流
し
、

県
を
経
て
海
に
入
る
こ
と
に
な
る

の
で
、
こ
れ
ら
三
河
川
以
北
が

県
お
よ
び
琅
邪
郡
の
領
域
と
な
る
。

③
西
直
況
其
、

與

以
高
頂
為
界
、
東
各
承
無
極
。

　
（
西
は
況
其
に
直
り
、

県
と

県
は
高
頂
を
以
て
界
と
為
し
、
東
各
の
無

極
を
承
く
）

　

県
・

県
の
境
界
線
の

山
・
遊
水
ラ
イ
ン
を
西
に
延
ば
す
と
、
況
其
県

に
あ
た
る
と
い
う
。
東
海
郡
況
其
県
と
は
『
漢
書
』
地
理
志
に
み
え
る
祝
其
県

の
こ
と
で
あ
る
。
尹
湾
漢
墓
簡
牘
「
東
海
郡
吏
員
簿
」
に
も
「
況
其
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
前
漢
末
か
ら
新
代
に
か
け
て
は
「
況
其
」
が
実
際
に
使
わ
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、『
漢
書
』
地
理
志
に
は
、
祝
其
県
は
王
莽
期
に
は
猶

亭
と
改
称
し
た
と
あ
る
。
県
を
亭
と
し
た
の
は
天
鳳
元
年
（
一
四
年
）
の
県
・

道
の
境
界
を
再
区
画
し
、
さ
ら
に
三
六
〇
の
郡
・
県
に
「
○
○
亭
」
と
し
た
時）

12
（

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
蘇
馬
湾
刻
石
が
刻
さ
れ
た
始
建
国
四
年
に
は
ま
だ
「
況

其
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
況
其
に
至
る
ま
で
に
「
高
頂
」
を

県
と

県
の
境
界

と
し
た
と
あ
る）

13
（

。『
漢
書
』
地
理
志
に
は
「
祝
其
県
の
南
に
羽
山
が
あ
る
」
と

あ
り）

14
（

、
こ
の
羽
山
の
尾
根
が
境
界
線
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
現
在
の
東
海

県
の
北
西
一
六
㎞
、

城
県
の
東
三
〇
㎞
の
と
こ
ろ
に
羽
山
風
景
区
と
名
付
け

ら
れ
て
い
る
海
抜
二
二
〇
ｍ
の
丘
陵
が
あ
る
。
東
西
一
・
八
㎞
、
南
北
一
㎞
ほ

ど
の
小
さ
な
丘
陵
で
あ
る
。
漢
代
の

県
の
西
北
四
五
㎞
に
位
置
す
る
。

県

西
の
薔
薇
河
（
游
水
）
の
海
抜
は
五
ｍ
ほ
ど
で
、
羽
山
の
周
囲
ま
で
は
な
だ
ら

か
な
平
地
が
続
い
て
い
る
。
平
地
か
ら
羽
山
を
見
る
と
、
突
出
し
た
ひ
と
つ
の

頂
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
羽
山
風
景
区
か
ら
、
東
へ
と
直
線
を
延

ば
す
と
游
水
を
経
て
花
果
山
に
至
る
。『
中
国
歴
史
地
図
集
』
で
は
祝
其
県
は

現
在
の
莒
南
県
の
南
、
東
海
郡
の
北
の
境
界
線
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
羽

山
と
の
関
係
を
考
え
る
と
、
も
う
少
し
南
に
あ
っ
て
も
よ
い
。
一
方
、
東
に
は

黄
海
が
広
が
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
刻
文
に
は

県
と

県
の
境
界
は
「
無

極
」
す
な
わ
ち
区
切
り
が
な
い
と
記
さ
れ
て
い
る
。

④
始
建
国
四
年
二
月
朔
乙
卯
、
以
使
者
徐
州
牧
治
所
書
造
。

　
（
始
建
国
四
年
二
月
朔
乙
卯
、
使
者
の
徐
州
牧
治
の
書
造
す
る
所
を
以
て
す
）

　

徐
州
は
、
前
漢
時
代
に
は
琅
邪
・
東
海
郡
・
楚
国
・
広
陵
国
（『
漢
書
』
地

理
志
）、
後
漢
時
代
に
は

を
治
所
と
し
て
広
陵
郡
・
下

国
・
彭
城
国
・
琅

邪
国
・
東
海
郡
（『
後
漢
書
』
郡
国
志
）
を
管
轄
し
た
。
前
漢
時
代
の
州
制
は

形
骸
化
し
て
い
た
が
、
前
漢
末
の
成
帝
・
綏
和
元
年
（
前
八
年
）
に
は
州
牧
制

が
導
入
さ
れ
、
哀
帝
建
平
五
年
（
前
五
年
）
に
は
再
び
州
牧
か
ら
州
刺
史
に
復

さ
れ
る
が
、
哀
帝
の
没
年
、
平
帝
即
位
の
元
寿
二
年
（
前
一
年
）
に
州
牧
と
な

り
、
そ
の
ま
ま
王
莽
期
に
も
州
牧
制
度
は
継
承
さ
れ
た）

15
（

。
こ
の
刻
文
に
州
牧
と

あ
る
の
は
、
そ
れ
を
反
映
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
刻
石
が
刻
ま
れ
た
始
建

国
四
年
（
紀
元
後
一
二
年
）
は
、
王
莽
が
『
書
経
』
禹
貢
の
記
述
に
従
っ
て
全

国
を
九
州
と
し
て
再
設
定
し
た
年
で
あ
る）

16
（

。
そ
れ
故
、
石
刻
を
設
置
し
、
九
州

分
割
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
が
、
同
じ
よ
う
な
郡
県
領
域
を
示

す
刻
石
が
他
所
で
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
付
近
か
ら
も
う
ひ
と
つ
の

「
羊
窩
頭
刻
石
」
も
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
こ
と

は
難
し
い
と
思
う
。

　

後
漢
時
代
の
徐
州
牧
の
治
所
は
東
海
郡
治
の

県
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
刻

石
の
使
者
も

県
の
徐
州
牧
の
治
所
か
ら
来
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
刻
さ
れ
た

石
は
、
周
囲
の
石
と
同
じ
よ
う
な
材
質
の
も
の
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

刻
石
の
本
文
を
徐
州
牧
治
所
よ
り
持
っ
て
き
て
、
こ
こ
で
使
者
が
刻
し
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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以
上
の
「
蘇
馬
湾
刻
石
」
の
釈
文
と
そ
の
分
析
か
ら
、
今
一
度
、
刻
文
の
内

容
に
つ
い
て
具
体
的
に
詳
し
く
訳
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
東
海
郡

県
と
琅
邪
郡

県
は
境
界
を
接
し
て
い
る
。（

県
は

県
の
北

に
隣
接
し
た
場
所
に
位
置
す
る
）

②

山
か
ら
前
雲
台
・
中
雲
台
・
北
雲
台
・
東
西
連
島
ま
で
の
諸
山
よ
り
南
の

地
域
は

県
の
境
域
で
あ
り
、
柤
水
・

水
・
游
水
よ
り
も
北
の
地
域
は

県
の
境
域
で
あ
る
。

③
そ
の
境
界
は
、
西
は
況
其
県
に
ま
で
至
り
、

県
と

県
は
況
其
県
の
南
の

羽
山
の
高
い
尾
根
を
境
界
と
す
る
。
東
は
海
で
ど
こ
に
も
行
き
着
く
と
こ
ろ

が
な
い
。

④
始
建
国
四
年
二
月
朔
乙
卯
、
使
者
が
徐
州
牧
治
所
に
て
書
い
た
も
の
を
も
と

に
石
に
刻
し
た
。

以
上
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
「
羊
窩
頭
刻
石
」
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
羊
窩
頭
刻
石
は
四
行
目
と

五
行
目
で
石
が
断
絶
し
て
お
り
、
こ
こ
に
一
行
分
の
文
字
が
あ
っ
た
可
能
性
が

あ
る
。
一
枚
の
石
が
割
れ
た
の
か
、
も
と
も
と
二
枚
の
石
に
刻
ま
れ
た
の
か
、

不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
一
行
に
「
蘇
馬
湾
刻
石
」
に
あ
る
「
属

水
以
北
属
」

の
六
文
字
が
入
れ
ば
、
②
の
部
分
は
「
蘇
馬
湾
刻
石
」
と
ほ
ぼ
同
内
容
に
な
る
。

①
東
海
郡

與
琅
邪
郡

為
界
。
與
□
界
盡
□
。

　
（
東
海
郡

県
と
琅
邪
郡

県
の
境
界
で
あ
る
。
與
□
界
盡
□
。）

　

冒
頭
の
一
一
文
字
は
蘇
馬
湾
刻
石
と
同
文
。
そ
れ
に
続
く
五
文
字
の
意
味
は

よ
く
わ
か
ら
な
い）

17
（

。

②
因
諸
山
山
□
以
南
﹇
属

、
水
以
北
属
﹈

。

　
（
諸
山
山
□
よ
り
以
南
は
﹇

県
に
属
し
、
水
よ
り
以
北
は
﹈

県
﹇
に
属

す
﹈）。

　

蘇
馬
湾
刻
石
と
同
じ
く
、「
諸
山
」
は
錦
屛
山
（

山
）
か
ら
孔
望
山
・
花

果
山
・
雲
台
山
・
東
西
連
島
ま
で
の
山
並
み
で
そ
れ
よ
り
南
は

県
、「
水
」

は
柤
水
・

水
・
游
水
で
そ
れ
よ
り
北
は

県
の
領
域
で
あ
る
。「
諸
山
」
の

下
の
「
山
□
」
は
不
明
。

③
西
直
況
其
、

與

分
高
頂
為
界
、
東
各
□
無
極
。

　
（
西
は
況
其
に
直
り
、

県
と

県
は
高
い
頂
き
を
境
界
と
し
、
東
に
は
行

き
着
く
と
こ
ろ
が
な
い
。）

衛星写真 2　刻石の示す地理情報

画像処理：東海大学情報技術センター　
データ：Landsat8　2017/02/11撮影
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蘇
馬
湾
と
同
じ
く
、
西
は
況
其
、
東
は
「
無
極
」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
羊
窩
頭
刻
石
」
は
「
蘇
馬
湾
刻
石
」
と
比
較
す
る
と
、
①
②
③

の
刻
文
は
ほ
ぼ
同
内
容
で
、
④
の
刻
さ
れ
た
年
月
と
作
成
者
の
記
載
の
み
が
な

い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
ち
ら
の
刻
石
で
も
況
其
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、

王
莽
に
よ
っ
て
祝
其
が
猶
亭
と
改
名
さ
れ
た
天
鳳
元
年
（
一
四
年
）
よ
り
も
前
、

蘇
馬
湾
刻
石
が
刻
さ
れ
た
始
建
国
四
年
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
設
置
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ほ
ぼ
同
内
容
の
刻
石
が
、
二
㎞
の
間
隔
を
あ
け
て
、

同
じ
島
の
同
じ
方
角
に
向
け
て
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
か
。
こ

の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
つ
ぎ
に
刻
石
周
辺
の
古
代
の
地
理
環
境
の
復
元

か
ら
見
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

三
、
東
海
郡

県
周
辺
の
自
然
環
境
の
復
元

　

筆
者
は
二
〇
一
六
年
・
二
〇
一
七
年
の
二
回
に
わ
た
っ
て
連
雲
港
市
を
訪
れ

た
。
当
初
の
目
的
は
東
海
大
学
情
報
技
術
セ
ン
タ
ー
の
惠
多
谷
雅
弘
氏
と
と
も

に
、『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
に
「
於
是
立
石
東
海
上

界
中
、
以
為
秦
東
門
」

と
あ
る
、「
秦
の
東
門
」
を
さ
が
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
東
門
の
確
定
の
た
め
に
、

私
た
ち
は
隴
山
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
「
西
門
」
や
北
方
に
建
設
さ
れ
た
直
道
の

北
端
、
そ
し
て
首
都
の
咸
陽
や
始
皇
帝
陵
と
各
地
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
お

こ
な
っ
た
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
デ
ー
タ
を
用
い
た
解

析
や
『
太
平
寰
宇
記
』
の
記
述
か
ら
推
測
し
、「
秦
の
東
門
」
は
孔
望
山
と
錦

屛
山
の
間
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
結
論
づ
け
た）

18
（

。
孔
望
山
の
南
麓

に
は
後
漢
時
代
の
摩
崖
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
図
像
に
は
、
道
教
関
係
の
人

物
や
仏
教
関
係
の
「
涅
槃
図
」「
坐
仏
」「
立
仏
」「
畳
羅
漢
」、「
楽
舞
」「
力

士
」「
宴
飲
」
な
ど
宴
会
図
、
さ
ら
に
は
「
胡
人
」「
胡
人
正
面
側
臥
」「
舎
身

飼
虎
」
な
ど
様
々
な
テ
ー
マ
の
も
の
が
見
ら
れ
る）

19
（

。
さ
ら
に
、
麓
に
下
り
る
と
、

カ
エ
ル
や
象
の
石
像
や
饅
頭
石
と
呼
ば
れ
る
巨
大
な
石
像
が
転
が
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
孔
望
山
か
ら
は
石
刻
に
適
し
た
石
材
が
採
取
で
き
る
。
ま
た
、
後

漢
代
に
は
、
こ
の
孔
望
山
の
南
の
錦
屛
山
の
間
に
東
海
廟
碑
が
立
て
ら
れ
た
可

能
性
が
想
定
さ
れ
る）

20
（

。
ま
さ
に
、
秦
の
東
門
は
石
を
立
て
て
造
ら
れ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
石
が
豊
富
な
孔
望
山
は
絶
好
の
候
補
地
で
あ
る
。

　

た
だ
、
も
し
、
こ
の
孔
望
山
と
錦
屛
山
の
間
に
秦
の
東
門
が
あ
っ
た
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
こ
は
「
東
海
上
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
現
在
、
そ
の
場
所
か

ら
連
雲
港
の
海
岸
線
ま
で
は
、
お
よ
そ
三
〇
㎞
で
あ
り
、「
東
海
上
」
つ
ま
り

海
の
ほ
と
り
に
あ
っ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
孔
望
山
の
標
高
は
一
二
三
ｍ
、
錦

屛
山
（

山
）
は
標
高
四
〇
〇
ｍ
で
あ
る
、
そ
の
真
東
に
は
標
高
二
〜
三
ｍ
の

平
地
が
海
岸
に
至
る
ま
で
続
く
。
錦
屛
山
か
ら
東
北
方
向
を
眺
め
る
と
、
江
蘇

省
最
高
峰
の
標
高
六
二
四
ｍ
の
玉
女
峰
を
有
す
る
南
雲
台
山
（
前
雲
台
山
）、

す
な
わ
ち
花
果
山
が
あ
る
。
花
果
山
は
孫
悟
空
の
生
ま
れ
故
郷
と
し
て
観
光
地

化
さ
れ
て
い
る
が
、
山
内
に
は
郁
林
観
石
刻
群
（
飛
泉
村
）・
花
果
山
前
頂
石

刻
群
（
照
海
亭
南
側
）・
花
果
山
後
頂
石
刻
群
な
ど
の
石
刻
群
が
点
在
し
、
唐

か
ら
清
代
ま
で
の
刻
石
が
存
在
す
る）

21
（

。
花
果
山
の
東
北
に
は
中
雲
台
山
・
北
雲

台
山
（
後
雲
台
山
）
が
連
な
っ
て
い
る
。
北
雲
台
山
は
か
つ
て
宿
城
山
（
現
在

の
宿
城
郷
）
や
高
公
島
と
呼
ば
れ
（
現
在
の
高
公
島
郷
）、
山
の
北
側
か
ら
西

側
の
北
固
山
に
か
け
て
、
東
西
一
〇
㎞
に
わ
た
る
コ
ン
テ
ナ
港
が
整
備
さ
れ
、

連
雲
港
の
表
玄
関
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
連
雲
港
の
港
と
海
を
隔
て
た
北
に
鷹

游
山
、
す
な
わ
ち
二
つ
の
刻
石
が
置
か
れ
た
東
連
島
が
位
置
す
る
。
現
在
は
北

固
山
か
ら
西
連
島
ま
で
橋
（
堤
防
）
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
北
雲
台
山
│

北
固
山
│
堤
防
（
橋
）
│
東
西
連
島
が
ひ
と
つ
と
な
っ
て
入
江
を
形
成
し
、
巨
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大
な
海
港
が
造
ら
れ
て
い
る
。
錦
屛
山
・
孔
望
山
│
花
果
山
（
前
雲
台
山
）
│

中
雲
台
山
│
後
雲
台
山
│
（
海
）
│
鷹
游
山
（
東
西
連
島
）
の
一
連
の
山
並
み

は
雲
台
山
と
総
称
さ
れ
、
霧
の
か
か
っ
た
日
に
は
、
薄
雲
の
先
に
山
が
島
の
よ

う
に
続
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
さ
に
、「
連
雲
」
港
で
あ
る
こ
と
を
実

感
で
き
る
。

　

で
は
、
刻
文
が
記
さ
れ
た
二
千
年
前
の
連
雲
港
の
景
観
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。『
水
経
注
』
淮
水
注
に
は
「（
游
水
）
又
逕

山
西
。
山
側
有

県
故

城
。
…
東
北
海
中
有
大
洲
、
謂
之
郁
洲
。」
と
あ
る
。

県
・

山
の
東
北
に

は
海
中
に
大
き
な
洲
す
な
わ
ち
島
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
郁
洲
」
と
呼
ば
れ
た
と

い
う
。
こ
の
「
郁
洲
」
は
『
山
海
経
』
海
内
東
経
に
も
「
都
州
在
海
中
、
一
曰

郁
洲
」
と
み
え
る
。
そ
の
後
、
明
・
隆
慶
年
間
（
一
六
世
紀
末
）
刊
『
海
州

志
』
の
「
海
州
総
図
」
に
お
い
て
も
、
海
州
城
の
東
の
孔
望
山
の
麓
ま
で
海
が

入
り
込
み
、
前
・
中
・
後
雲
台
山
は
ひ
と
つ
の
島
で
、
内
部
に
は
東
海
城
が
置

か
れ
て
い
る
。
東
海
城
の
南
に
港
が
あ
り
、
北
に
は
鷹
游
山
が
現
在
と
同
じ
よ

う
に
雲
台
山
と
は
別
の
島
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
嘉
慶
一

六
年
（
一
八
一
一
年
）
刊
『
海
州
直
隷
州
志
』「
海
州
疆
境
図
」
で
は
雲
台
山

ま
で
地
続
き
で
あ
る
こ
と
が
確
認
出
来
る）

22
（

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
間
に
游
水
（
薔

薇
河
）
の
土
砂
が
堆
積
し
、
郁
洲
、
す
な
わ
ち
前
・
中
・
後
雲
台
山
が
陸
地
と

つ
な
が
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
清
・
康
熙
帝

五
〇
年
（
一
七
一
一
年
）
に
前
雲
台
と
大
陸
が
つ
な
が
り
、
咸
豊
四
年
（
一
八

五
五
年
）
前
後
に
中
雲
台
と
後
雲
台
が
大
陸
と
一
体
化
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。

　

で
は
、
二
千
年
前
の
海
岸
線
と
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
地
方

誌
の
地
図
は
デ
フ
ォ
ル
メ
が
か
か
っ
て
お
り
、
実
際
の
位
置
や
入
江
の
大
き
さ

な
ど
の
判
断
が
難
し
い
。
そ
こ
で
、
海
抜
に
基
づ
い
て
洪
水
の
被
害
を
探
る

F
lo

o
d　

M
a

p

と
い
う
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
を
利
用
し
て
、
試
み
に
海
面
が
上
昇
し

た
場
合
を
確
認
し
て
み
る）

23
（

。
海
面
が
二
ｍ
上
昇
し
た
場
合
を
想
定
す
る
と
、
雲

台
山
が
島
に
な
る
が
、

山
も
大
陸
と
は
地
続
き
に
な
ら
ず
、
海
中
の
島
と
な

っ
て
し
ま
う）

24
（

。
海
岸
線
は
よ
り
西
側
、
現
在
の
東
海
県
の
す
ぐ
東
に
至
る
こ
と

に
な
る
。
つ
ぎ
に
海
面
が
一
ｍ
上
昇
し
た
と
想
定
す
る
と
、
か
ろ
う
じ
て

山

は
大
陸
と
つ
な
が
り
、
海
岸
線
も

山
か
ら
南
へ
と
続
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
結
果
に
、G

o
o

g
le ea

rth

お
よ
び
『
中
国
歴
史
地
図
集
』
な
ど
複
数

の
地
理
情
報
を
ま
と
め
る
と
、
地
図
1
の
よ
う
な
海
岸
線
が
見
え
て
く
る
。

F
lo

o
d

 M
a

p

の
水
面
を
上
下
さ
せ
、
衛
星
写
真
と
も
比
較
し
な
が
ら
、
海
岸
線

か
ら
海
港
に
適
し
た
入
り
江
を
考
察
し
て
み
る
と
、
現
在
よ
り
一
ｍ
程
度
の
上

昇
で
は
、

山
と
孔
望
山
は
そ
の
間
の
く
ぼ
み
に
は
水
は
浸
水
せ
ず
、
両
山
は

一
か
た
ま
り
の
丘
陵
と
な
り
、
入
り
江
は
孔
望
山
の
北
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

南
雲
台
山
、
す
な
わ
ち
花
果
山
で
は
、
東
南
部
の
秀
龍
山
の
麓
が
入
り
江
、
ま

た
、
南
雲
台
山
と
中
雲
台
山
の
間
も
入
り
江
状
を
呈
し
て
い
る
。
北
雲
台
山
は

宿
城
が
大
き
な
入
り
江
と
な
っ
て
い
る
。
東
連
島
は
蘇
馬
湾
が
北
に
向
い
た
入

り
江
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
入
江
が
物
資
を
集
散
さ
せ
る
海
港
と
し
て
、

ま
た
、
風
待
ち
の
港
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ふ
た
つ
の
刻
石
が
発
見
さ
れ
た
東
連
島
は
、
錦
屛
山
・
孔
望

山
│
花
果
山
（
南
雲
台
山
・
前
雲
台
山
）
│
中
雲
台
山
│
北
雲
台
山
（
後
雲
台

山
）
│
（
海
）
│
鷹
游
山
（
東
連
島
）
の
一
連
の
「
島
々
」
の
東
北
端
に
位
置

す
る
こ
と
と
な
る
。
東
海
郡

県
付
近
を
南
北
に
航
行
す
る
船
は
、
必
ず
こ
の

島
を
目
に
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
乾
隆
年
刊
の
『
山
東
通
志
』
に
は
「
鶯

遊
山
。
自
江
南
海
州
安
東
界
入
山
東
境
、
海
道
第
一
程
也
。
東
為
鶯
遊
山
、
西
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衛星写真 3　現在の連雲港

画像処理：東海大学情報技術センター　データ：Landsat8　2017/02/11撮影

衛星写真 4　 山の周辺

画像処理：東海大学情報技術センター　データ：Landsat8　2017/02/11撮影
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写真 5　錦屛山（右手）から孔望山（左の山）・花果山（奥）方向を臨む（二〇一六年筆者撮影）

地図 1　2000年前の海岸線と 県
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為
孫
家
島
。
兩
山
對
峙
如
門
。
船
所
必
由
、
又
謂
之
應
由
門
。」
と
あ
る）

25
（

。
こ

の
鶯
遊
山
は
鷹
遊
山
の
こ
と
で
、
こ
こ
は
安
東
、
す
な
わ
ち
淮
河
中
流
の
漣
水

か
ら
山
東
に
入
り
、
海
へ
と
出
る
場
所
で
、
東
の
鶯
遊
山
（
東
連
島
）
と
西
の

孫
家
島
（
西
連
島
）
は
二
つ
の
山
（
島
）
が
対
峙
し
て
い
て
、
門
の
よ
う
に
な

っ
て
い
て
、
船
が
必
ず
経
由
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
お
り
、
應
由
門
と
も
呼
ば

れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
、
船
が
行
き
交
う
場
所
に
立
て
ら
れ
た
ふ
た

つ
の
刻
石
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
次
節
で
検
討
し
た
い
。

四
、
中
国
古
代
の
海
上
交
通
〜
航
路
標
識
と
し
て
の
郡
界
域
刻
石

　

こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
ふ
た
つ
の
刻
石
の
ま
わ
り
、
特
に
東
海
郡

県
（
唐
代

は
海
州
）
を
経
由
し
て
南
北
に
航
行
す
る
船
の
航
路
に
つ
い
て
史
料
か
ら
復
元

し
て
み
た
い
。
関
連
史
料
は
限
ら
れ
る
が
、『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
で
秦
代
の

状
況
、『
水
経
注
』
淮
水
注
で
漢
か
ら
北
魏
の
状
況
、『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』

で
唐
代
の
航
路
を
考
え
て
み
た
い
。

『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
の
記
載
か
ら

　

始
皇
帝
は
天
下
統
一
後
、
五
回
に
わ
た
っ
て
大
規
模
な
巡
幸
を
実
施
し
た）

26
（

。』

ひ
と
つ
め
は
、
秦
の
始
皇
帝
の
第
五
回
目
の
巡
幸
で
あ
る
。『
史
記
』
秦
始
皇

本
紀
に
は
「
還
過
呉
、
従
江
乗
渡
。
並
海
上
、
北
至
琅
邪
。」
の
記
載
が
あ
る
。

始
皇
帝
は
銭
塘
江
南
岸
の
会
稽
（
現
在
の
紹
興
）
か
ら
太
湖
の
ほ
と
り
の
呉

（
現
在
の
蘇
州
）
を
通
過
し
、
長
江
沿
岸
の
江
乗
（
句
容
）
で
長
江
を
渡
り
、

「
並
海
上
」（
海
上
に
並
行
）
し
て
北
に
行
き
、
琅
邪
に
至
っ
た
と
い
う
。
江
乗

で
長
江
を
渡
っ
た
の
は
、
そ
の
北
岸
か
ら
自
然
の
湖
を
接
続
し
た

溝
を
経
て）

27
（

、

淮
水
へ
と
入
る
ル
ー
ト
を
通
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
淮
水
に
至
っ
て
か
ら
は

「
並
海
上
」
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
ル
ー
ト
に
は
海
上
ル
ー
ト
と
内
陸
運

河
ル
ー
ト
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
海
上
ル
ー
ト
は
淮
水
を
下
り
、
黄
海
へ
出

て
、
北
へ
と
向
き
を
変
え
、
海
岸
線
に
沿
っ
て
北
上
し
、

県
を
左
手
に
見
て
、

さ
ら
に
北
上
し
、
琅
邪
に
至
る
経
路
。
内
陸
運
河
ル
ー
ト
は
淮
河
を
少
し
下
り
、

游
水
に
入
り
北
上
し
、

県
に
至
り
、
そ
こ
か
ら
黄
海
に
出
て
、
北
上
し
琅
邪

に
至
る
経
路
で
あ
る
。
始
皇
帝
が
い
ず
れ
の
ル
ー
ト
を
採
用
し
た
の
か
は
わ
か

ら
な
い
が
、
ど
ち
ら
の
場
合
も

県
を
通
過
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
ま
た
、

秦
の
二
世
皇
帝
も
始
皇
帝
を
継
承
し
東
方
へ
巡
幸
し
て
い
る
。『
史
記
』
秦
始

皇
本
紀
に
「
春
、
二
世
東
行
郡
県
、
李
斯
従
。
到
碣
石
、
並
海
、
南
至
会
稽
」

と
あ
り
、
ま
ず
は
、
渤
海
湾
に
面
し
た
北
方
の
碣
石
に
行
き
、
そ
こ
か
ら
「
並

海
」
し
て
、
南
へ
行
き
会
稽
へ
と
至
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
並
海
」
の
ル
ー
ト

は
少
な
く
と
も
渤
海
湾
か
ら
山
東
半
島
北
部
を
巡
り
、
琅
邪
に
至
る
ま
で
は
山

東
半
島
の
海
港
を
結
ぶ
よ
う
に
南
下
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
琅
邪
か
ら
南
へ
航

行
す
る
場
合
に
は
、
蘇
馬
湾
刻
石
の
あ
る
入
り
江
を
経
由
し
た
可
能
性
は
あ
る
。

そ
の
後
海
上
ル
ー
ト
を
経
た
の
か
、
内
陸
運
河
ル
ー
ト
を
使
っ
た
の
か
は
わ
か

ら
な
い
。
海
上
ル
ー
ト
、
内
陸
運
河
ル
ー
ト
の
詳
細
は
『
史
記
』
記
載
だ
け
で

は
わ
か
ら
な
い
。

『
水
経
注
』
淮
水
注
の
記
載
か
ら

　

内
陸
運
河
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
北
魏
時
代
の
『
水
経
注
』
の
記
述
か
ら
、

も
う
少
し
詳
細
な
経
由
地
が
わ
か
る
。『
水
経
注
』
は
河
川
の
流
れ
を
水
系
ご

と
に
ま
と
め
た
史
料
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
全
体
と
し
て
人
や
モ
ノ
が
行
き
交

う
運
河
と
し
て
使
わ
れ
た
の
か
は
は
っ
き
り
書
か
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、

以
下
の
『
水
経
注
』
巻
三
十
淮
水
注
の
長
江
流
域
か
ら
淮
河
を
経
て

県
へ
至

る
記
述
は
、
水
運
と
し
て
の
利
用
が
十
分
考
え
ら
れ
る
内
容
で
あ
る
。
関
連
す

る
記
述
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
通
り
。
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①
の
中
瀆
水
は
、
長
江
・
江
都
か
ら
淮
水
・
淮
陰
を
結
ぶ
ル
ー
ト
で
あ
る
。

ほ
ぼ
、
の
ち
の
京
杭
大
運
河
の
長
江
・
淮
河
の
ル
ー
ト
で
あ
る
。
広
陵
郡
江
都

は
現
在
の
揚
州
市
で
、
長
江
の
北
岸
、
前
述
の
始
皇
帝
の
巡
幸
の
際
、
長
江
を

渡
っ
た
江
乗
の
ほ
ぼ
対
岸
に
あ
た
る
。
中
瀆
水
は
江
都
か
ら
北
上
し
、
射
陽

湖
・
武
広
湖
・
陸
陽
湖
・
樊
梁
湖
と
い
っ
た
巨
大
な
湖
を
結
ぶ
よ
う
に
流
れ
、

淮
水
に
入
り
、
淮
陰
（
現
在
の
淮
安
市
）
へ
と
至
る
。
そ
こ
か
ら
淮
水
を
下
り
、

淮
浦
（
現
在
の
漣
水
市
）
に
至
り
、
そ
こ
か
ら
②
の
游
水
に
入
り
、
北
上
し
、

県
に
至
る
。
そ
の
後
、
游
水
は
利
成
県
・
羽
山
・
祝
其
・
贛
楡
県
等
を
経
て

黄
海
に
出
る
。
す
な
わ
ち
、『
水
経
注
』
の
記
述
か
ら
（
長
江
）
↓
江
都
↓

（
中
瀆
水
）
↓
淮
陰
↓
（
淮
水
）
↓
淮
浦
↓
（
游
水
）
↓

県
↓
（
黄
海
）
と

い
う
内
陸
運
河
の
水
上
ル
ー
ト
が
想
定
で
き
る
。
中
瀆
水
は
い
わ
ゆ
る

溝
を

も
と
に
開
削
さ
れ
た
ル
ー
ト
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
ル
ー
ト
は
秦
代
に
も
存

在
し
て
お
り
、
始
皇
帝
の
巡
幸
で
も
利
用
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

内
陸
運
河
ル
ー
ト
の
存
在
は
、

県
が
内
陸
運
河
ル
ー
ト
と
海
上
ル
ー
ト
の
結

節
点
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
游
水
を
経
由
す
る
内
陸
運
河
ル
ー
ト
の

場
合
、
そ
の
航
路
上
に
は
東
連
島
が
乗
ら
な
い
の
で
、
そ
の
場
合
に
は
、
内
陸

運
河
か
ら

県
の
北
で
海
に
出
る
船
に
は
ふ
た
つ
の
刻
石
は
無
関
係
に
な
る
。

内
陸
運
河
を
行
く
船
は

県
そ
の
も
の
を
通
る
こ
と
と
な
り
、

県
と

県
の

境
界
を
知
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

円
仁
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
の
記
載
か
ら

　

で
は
、
よ
り
具
体
的
な

県
に
お
け
る
船
舶
航
行
の
実
状
を
知
る
た
め
に
、

日
本
人
入
唐
僧
・
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
の
記
載
か
ら
そ
の
行
程
・

航
路
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
円
仁
は

県
（
海
州
）
を
四
回
に
わ
た
っ
て
通

過
し
て
い
る
。
唐
代
の
史
料
に
な
る
が
、
こ
れ
以
前
に
こ
れ
ほ
ど
詳
細
な
記
録

は
な
く
、
ふ
た
つ
の
刻
石
の
立
石
か
ら
八
百
年
近
く
時
間
が
経
っ
て
い
て
も
、

山
（
錦
屛
山
）
か
ら
雲
台
山
、
そ
し
て
東
西
連
島
の
地
理
環
境
は
ほ
と
ん
ど

変
化
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
た
め
、
大
い
に
参
考
と
な
る）

28
（

。

①
唐
・
開
成
四
年
（
八
三
九
年
）　

揚
州
↓
高
郵
・
宝
応
・
山
陽
↓
楚
州
↓
淮

口
↓
海
口
↓
東
海
山
↓
胡
洪
島
↓
密
州
大
珠
山

　

八
三
八
年
（
日
本
・
承
和
五
年
、
唐
・
開
成
三
年
）
六
月
一
三
日
に
博
多
を

出
発
し
た
円
仁
は
そ
の
年
の
七
月
三
日
に
掘
港
（
現
在
の
江
蘇
省
如
皐
県
東

か
）
か
ら
大
陸
へ
と
上
陸
す
る
。
そ
の
後
、
揚
州
へ
と
至
る
が
、
そ
こ
で
天
台

山
入
山
の
勅
許
を
得
る
た
め
、
翌
年
八
三
九
年
二
月
二
一
日
ま
で
、
揚
州
開
元

寺
に
滞
在
す
る
。
そ
の
後
、
揚
州
か
ら
運
河
を
北
上
し
、
高
郵
、
宝
応
、
山
陽

を
経
て
楚
州
（
現
在
の
江
蘇
省
淮
安
市
）
に
至
る
。
楚
州
で
長
安
か
ら
帰
還
し

①
中
瀆
水　
『
水
経
注
』
巻
三
十
淮
水
注

（
淮
陰
）
県
有
中
瀆
水
。（
中
瀆
水
）
首
受
江
于
広
陵
郡
之
江
都
県
。
県
城
臨
江
。

…
自
江
東
北
通
射
陽
湖
…
中
瀆
水
自
広
陵
北
出
武
広
湖
東
、
陸
陽
湖
西
。
二
湖
東

西
相
直
五
里
、
水
出
其
間
、
下
注
樊
梁
湖
。
旧
道
東
北
出
、
至
博
芝
・
射
陽
二

湖
。
西
北
出
夾
邪
、
乃
至
山
陽
矣
。
…
中
瀆
水
又
東
、
謂
之
山
陽
浦
、
又
東
入

淮
、
謂
之
山
陽
口
者
也
。

②
游
水　
　
『
水
経
注
』
巻
三
十
淮
水
注

淮
水
逕
（
淮
浦
）
県
故
城
東
。
…
淮
水
于
県
枝
分
、
北
為
游
水
。
歴

県
與

合
。
又
逕

山
西
。
山
側
有

県
故
城
。
…
東
北
海
中
有
大
洲
、
謂
之
郁
洲
。
…

游
水
又
北
逕
東
海
利
成
県
故
城
東
、
故
利
郷
也
。
…
游
水
又
北
、
歴
羽
山
西
…
游

水
又
北
逕
祝
其
故
城
西
…
県
之
東
有
夾
口
浦
、
游
水
左
逕
琅
邪
即
丘
県
故
城
西
。

…
游
水
又
東
北
逕
贛
楡
県
北
、
東
側
巨
海
、
有
『
秦
始
皇
碑
』
在
山
上
、
游
水
又

東
北
逕
紀

故
城
南
…
游
水
東
北
入
海
。
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た
遣
唐
使
と
合
流
し
た
が
、
円
仁
の
入
天
台
山
の
勅
許
を
得
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
円
仁
は
遣
唐
使
と
と
も
に
、
新
羅
船

に
乗
り
、
海
州
へ
と
向
か
う
。
そ
の
行
程
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

三
月
二
十
九
日
、
平
明
、
九
箇
の
船
は
帆
を
懸
け
て
発
し
て
行
く
。
卯
後
、

淮
口
よ
り
出
て
海
口
に
至
り
、
北
を
指
し
て
直
行
す
。
送
客
軍
将
は
浪
很

（
は
な
は
）
だ
高
き
に
縁
り
て
相
随
う
を
得
ず
。
水
手
稲
益
は
便
船
に
駕
し

て
海
州
に
向
か
っ
て
去
（
ゆ
）
け
り
。
東
・
南
方
を
望
見
す
れ
ば
、
大
海
は

玄
遠
な
り
。
西
北
よ
り
始
ま
り
山
嶋
は
相
連
な
る
。
即
ち
是
、
海
州
管
内
の

東
極
な
り
。
申
時
、
海
州
管
内
東
海
県
東
海
山
の
東
辺
に
到
り
、
澳
に
入
っ

て
停
往
す
。
澳
よ
り
東
近
く
に
胡
洪
島
あ
り
。
南
風
は
切
り
に
吹
き
て
、
動

揺
す
る
こ
と
喩
う
る
に
も
の
な
し
。
其
の
東
海
山
は
純
ら
是
高
石
重
巌
、
海

に
臨
ん
で

峻
な
り
。
松
樹
は
麗
美
に
し
て
、
甚
だ
愛
怜
す
べ
し
。
此
の
山

頭
よ
り
陸
路
あ
り
て
東
海
県
に
到
る
百
里
の
程
な
り
。

こ
の
行
程
を
見
る
と
、
楚
州
（
淮
安
市
）
↓
淮
口
↓
海
口
↓
（
北
行
）
↓
（
東

南
方
は
大
海
）
↓
（
西
北
）
山
嶋
↓
東
海
山
東
辺
、
澳
（
入
江
）
↓
（
東
）
胡

洪
島
と
い
う
交
通
路
が
見
え
る
。
海
口
か
ら
東
海
山
へ
は
外
海
す
な
わ
ち
黄
海

を
北
へ
進
む
。
そ
の
た
め
、
波
は
高
く
、
東
南
は
高
大
な
海
が
広
が
っ
て
い
る
。

西
北
は
郁
州
・
東
西
連
島
の
「
山
嶋
が
相
い
連
な
る
」
状
態
で
あ
る
と
い
う
。

東
海
山
か
ら
内
陸
の
東
海
県
へ
は
百
里
と
あ
り
、
お
お
よ
そ
東
海
山
は
北
雲
台

山
の
位
置
に
あ
る
こ
と
に
な
る）

29
（

。
北
雲
台
山
の
東
南
に
は
宿
城
郷
（
高
公
島
）

の
入
り
江
が
澳
の
候
補
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
東
に
あ
る
「
胡
洪
島
」
は

東
連
山
と
い
う
こ
と
に
な
る）

30
（

。

　

こ
の
の
ち
五
日
間
に
わ
た
り
船
団
は
東
海
山
の
東
辺
に
滞
留
し
、
日
本
へ
の

渡
海
の
方
針
を
議
し
た
が
、
円
仁
は
離
脱
す
る
。
船
団
は
次
の
停
泊
港
と
し
て

密
州
大
珠
山
を
目
指
し
て
い
た
。
大
珠
山
は
琅
邪
台
の
北
に
位
置
す
る
。
つ
ま

り
、

県
の
北
の
次
の
海
港
は
琅
邪
で
あ
る
と
唐
代
の
人
々
も
考
え
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
も
東
海
山
の
東
に
い
た
船
は
、
胡
洪
島
（
東
西
連
島
）
を
経
由
し

て
北
上
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
羊
窩
頭
刻
石
の
前
を
通
っ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。

②
会
昌
五
年
（
八
四
五
年
）　

揚
州
↓
高
郵
・
宝
応
↓
楚
州
↓
漣
水
↓
海
州
・

県
↓
（
陸
路
）
↓
懐
仁
県
・　

密
州
・
登
州
・
文
登
県
↓
赤
山
法
華
院

　

①
か
ら
六
年
後
、
円
仁
は
帰
国
す
る
た
め
五
月
一
五
日
に
長
安
を
発
し
、
洛

陽
・

州
を
経
て
東
行
し
た
。
し
か
し
、
六
月
二
三
日
に
淮
水
沿
岸
の

に

て
足
止
め
さ
れ
、
揚
州
へ
と
送
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
再
び
運
河
に
沿
っ
て
北
上

し
、
高
郵
・
宝
応
を
経
て
七
月
三
日
に
楚
州
に
到
着
し
た
。
そ
こ
で
、
登
州
へ

の
逓
送
が
決
ま
り
、
楚
州
か
ら
漣
水
へ
至
り
、
新
羅
人
の
崔
十
二
郎
の
手
配
で
、

船
を
雇
っ
た
。
六
日
間
か
け
て
、
七
月
一
五
日
に
は
、
海
州
に
到
着
し
、

山

県
に
入
り
、
暫
く
こ
こ
に
停
泊
す
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
漣
水
か
ら

山
県
に

至
る
水
路
は
、
新
羅
人
手
配
の
船
に
乗
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
れ
ば
、

海
上
ル
ー
ト
を
北
上
し
た
可
能
性
は
高
い
。
さ
て
、
円
仁
は
、
翌
日
、
海
州
か

ら
日
本
へ
帰
国
し
た
い
と
州
刺
史
に
申
し
出
た
が
、
許
可
は
下
り
ず
、
登
州
へ

と
逓
送
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
陸
路
で
懐
仁
県
か
ら
密
州
、
そ
し
て
登
州
、
文

登
県
に
至
り
、
そ
こ
で
、
赤
山
法
華
院
に
逗
留
す
る
こ
と
と
な
る
。

③
会
昌
七
年
（
八
四
七
年
）
五
月　

赤
山
法
華
院
↓
（
陸
路
）
↓
密
州
諸
城
県

大
珠
山
駮
馬
浦
↓
琅

台
・
斎
堂
島
↓
海
州
界
東
海
山
田
湾
浦
↓
海
中
鐺
脚
島

↓
東
海
山
↓
淮
水
↓
楚
州

　

赤
山
法
華
院
に
滞
在
し
て
一
年
半
、
日
本
へ
の
帰
国
を
様
々
、
試
み
た
が
か

な
わ
ず
、
南
の
明
州
（
現
在
の
寧
波
）
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。
八
四
七
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年
、
閏
三
月
二
日
（
一
二
日
か
）
に
赤
山
を
出
発
し
、
同
一
七
日
に
陸
路
で
密

州
諸
城
県
大
珠
山
駮
馬
浦
に
至
る
。
そ
こ
で
新
羅
人
陳
忠
の
船
に
乗
せ
て
も
ら

い
、
海
へ
と
出
る
。
五
月
九
日
、
大
珠
山
か
ら
琅
邪
台
に
至
り
、
風
待
ち
の
た

め
、
琅
邪
台
と
斎
堂
島
の
間
で
碇
を
降
ろ
し
、
四
日
間
、
停
泊
し
た
。
一
三
日

夜
に
出
発
し
、
海
州
へ
と
向
か
う
。
以
下
、
海
州
附
近
の
日
ご
と
の
記
述
で
あ

る
。

　

十
四
日
、
黄
昏
、
海
州
界
東
海
山
田
湾
浦
に
到
り
、
舩
を
泊
し
て
風
を
候
つ
。

　

十
八
日
、
発
す
。
中
路
に
到
り
、
風
変
じ
て
、
定
ま
り
な
し
。
飄
流
す
る
こ

と
終
日
、
竟
夜
す
。

　

十
九
日
、
飄
う
て
海
中
鐺
脚
島
の
辺
に
到
り
、
船
を
泊
す
。
艱
苦
な
り
。

　

二
十
日
、
東
北
風
を
得
た
り
。
此
の
夜
三
更
な
ら
ん
と
欲
し
、
却
っ
て
東
海

山
に
到
っ
て
夜
を
過
ご
す
。

　

二
十
四
日　

早
く
発
す
。
三
更
、
淮
水
の
海
に
到
っ
て
住
ま
る
。
逆
風
、
猛

浪
に
縁
り
、
淮
水
に
入
る
を
得
ず
、
路
糧
は
尽
き
果
て

屑
（
疲
れ
）
極
ま
り

な
し
。

　

六
月
一
日
、
風
波
稍
静
か
に
潮
に
趁
い
て
漸
く
（
淮
水
に
）
入
る

琅
邪
の
次
の
停
泊
地
は
東
海
山
田
湾
浦
で
あ
る
。
田
湾
は
現
在
の
雲
台
山
の
東

南
、
高
公
島
風
景
区
の
南
に
田
湾
の
地
名
が
見
ら
れ
る
。
現
在
は
埋
め
立
て
ら

れ
て
い
る
が
、
も
と
は
、
入
り
江
の
港
湾
地
形
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
五
日
間
も

風
待
ち
を
し
、
出
発
し
、
中
路
（
海
中
路
か
）
を
航
行
中
、
風
が
変
わ
り
、
漂

流
し
、
海
中
鐺
脚
島
に
至
っ
た
。
海
中
の
鐺
脚
島
に
つ
い
て
、
小
野
は
竹
島
付

近
の
小
島
と
す
る
が
、
東
連
島
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
蘇
馬
湾
で
風

待
ち
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
、
東
北
か
ら
の
風
を
得
て
、
南
下
を
試

み
、
東
海
山
に
至
り
、
そ
こ
か
ら
外
海
を
南
下
し
（「
淮
水
の
海
」
と
あ
る
）、

八
日
間
か
け
て
よ
う
や
く
淮
水
に
入
る
と
い
う
ル
ー
ト
で
あ
る
。
外
海
は
風
の

影
響
を
受
け
る
こ
と
が
こ
の
記
述
で
よ
く
理
解
で
き
る
と
と
も
に
、
風
待
ち
の

入
り
江
（
湾
）
の
存
在
が
重
要
で
あ
る
。

④
会
昌
七
年
（
八
四
七
年
）
六
月

　

楚
州
↓
（
海
州
を
通
過
？
）
↓
牢
山
・
田
横
嶋
↓
乳
山
長
淮
浦
↓
登
州

　

③
の
行
程
で
南
下
し
た
円
仁
は
六
月
五
日
楚
州
に
至
っ
た
が
、
す
で
に
明
州

か
ら
日
本
に
向
か
う
船
は
出
発
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
新
た
に
蘇
州
か
ら
唐
人

江
長
・
新
羅
人
の
金
珍
ら
が
日
本
に
向
け
て
船
を
出
し
、
山
東
半
島
の
牢
山
に

い
る
と
の
情
報
を
得
て
、
再
び
、
北
上
す
る
こ
と
と
な
る
。
六
月
一
八
日
に
楚

州
で
新
羅
坊
の
王
可
昌
の
船
に
乗
り
、
二
六
日
に
は
牢
山
を
経
て
、
田
横
嶋

（
即
墨
県
東
）
で
は
風
信
（
追
い
風
）
を
待
ち
一
五
日
間
停
泊
し
、
乳
山
長
淮

浦
（
海
陽
県
）
経
て
、
七
月
二
一
日
に
登
州
に
至
っ
て
い
る
。

海
州
を
経
由
し
な
け
れ
ば
楚
州
か
ら
牢
山
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
通

過
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
記
述
は
な
い
。
田
横
嶋
で
は
風
信
（
追
い
風
）

が
な
く
一
五
日
間
停
泊
し
た
と
い
う
。

　

以
上
、『
巡
礼
行
記
』
の
海
州
（

県
）
と
か
か
わ
る
記
述
を
見
る
と
、
入

り
江
で
の
風
待
ち
の
様
子
、
航
行
ル
ー
ト
に
つ
い
て
詳
細
な
情
報
が
か
か
れ
て

い
た
。
①
②
④
は
北
上
ル
ー
ト
、
③
は
南
下
ル
ー
ト
で
あ
る
。
総
じ
て
、（
長

江
）
↓
揚
州
↓
（
大
運
河
）
↓
楚
州
・
漣
水
↓
（
淮
水
）
↓
（
黄
海
）
↓
海
州

（

県
）
↓
琅
邪
・
密
州
大
珠
山
と
い
う
ル
ー
ト
を
と
る
。
注
目
す
べ
き
点
は

二
つ
。
ひ
と
つ
目
は
①
〜
④
い
ず
れ
も
楚
州
・
漣
水
・
大
珠
山
駮
馬
浦
で
新
羅

人
の
手
配
し
た
船
に
乗
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
朝
鮮
半
島
と
大
陸

を
結
ぶ
海
上
航
行
が
可
能
な
船
に
搭
乗
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
新
羅
船

の
存
在
は
、
游
水
の
内
陸
運
河
ル
ー
ト
で
は
な
く
、
海
上
ル
ー
ト
の
一
般
化
を
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生
み
だ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
海
上
ル
ー
ト
で

県
付
近
を
航
行
す
る
際
に
は
、

北
上
・
南
下
ル
ー
ト
と
も
に
東
連
島
の
北
を
航
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
ふ
た
つ

目
は
、
海
州
（

県
）
付
近
で
風
待
ち
の
記
事
が
多
い
点
で
あ
る
。
①
で
は
東

海
山
東
辺
の
澳
（
入
江
）、
③
で
は
東
海
山
田
湾
浦
・
海
中
鐺
脚
島
・
東
海
山

で
長
く
停
泊
し
て
い
る
。
海
上
に
島
が
連
な
る
環
境
は
船
が
風
待
ち
の
た
め
に

停
泊
が
可
能
な
入
り
江
が
多
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
複
雑
な
地
形
の
海
域
を
多

く
の
船
が
航
行
し
て
い
る
中
で
、
各
船
に
と
っ
て
、
自
分
た
ち
が
今
ど
こ
に
い

る
の
か
を
示
す
航
路
標
識
は
不
可
欠
で
あ
る
。

　

さ
て
、
本
稿
が
目
的
と
す
る
二
つ
の
刻
石
の
問
題
に
立
ち
返
り
た
い
。
な
ぜ

二
つ
の
刻
石
が
同
じ
島
の
二
㎞
離
れ
た
場
所
に
造
ら
れ
た
の
か
。
ふ
た
つ
の
刻

石
の
位
置
は
、
蘇
馬
湾
刻
石
は
蘇
馬
湾
と
い
う
入
江
（
現
在
は
砂
浜
に
な
っ
て

い
る
）
の
東
南
岸
の
海
抜
五
ｍ
の
場
所
に
海
に
面
し
て
西
北
向
き
に
配
列
さ
れ

て
い
る
。
羊
窩
頭
刻
石
は
東
連
島
の
東
北
角
の
灯
塔
山
羊
窩
頭
の
断
崖
の
下
、

海
抜
八
ｍ
の
位
置
に
あ
り
、
海
の
方
向
で
あ
る
東
北
向
き
に
置
か
れ
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
当
時
の
海
面
は
今
よ
り
も
二
ｍ
程
高
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
両
刻
石
と
も
、
海
面
の
上
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
、
こ
れ
ら
の
刻

石
が
従
前
の
研
究
の
よ
う
に
、
単
に
東
海
郡
と
琅
邪
郡
の
境
界
を
示
す
の
で
あ

れ
ば
、
海
側
に
向
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
陸
側
に
向
か
っ
て
刻
文
が
示
さ
れ

て
い
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
二
つ
の
刻
石
は
と
も
に
海
に
向
け
て
建

て
ら
れ
て
い
る
。
刻
文
は
誰
に
対
し
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ

ら
は
、
海
を
航
行
す
る
船
に
乗
っ
た
人
が
、
見
る
た
め
に
置
か
れ
た
刻
石
、
す

な
わ
ち
航
路
標
識
と
し
て
建
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
蘇
馬
湾
刻
石

は
蘇
馬
湾
の
入
り
江
に
西
北
向
き
に
設
置
さ
れ
、
山
東
半
島
の
琅
邪
か
ら
秦
山

島
を
経
て
、
南
下
す
る
船
が
風
待
ち
で
こ
の
入
り
江
に
停
泊
し
、
こ
の
刻
石
を

写真 6　蘇馬湾から東連山の山系を臨む（二〇一六年筆者撮影）
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確
認
す
る
位
置
に
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
羊
窩
頭
刻
石
は
東
連
島

の
突
端
の
羊
窩
頭
か
ら
海
に
向
け
て
設
置
さ
れ
、
東
南
も
し
く
は
南
か
ら
北
上

し
た
船
が
こ
こ
を
航
行
し
て
左
手
に
見
る
位
置
に
あ
る
。
こ
の
刻
石
よ
り
先
の

海
の
中
に
は
島
は
な
く
、
こ
の
刻
石
の
あ
る
島
に
沿
っ
て
行
く
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
そ
こ
で
、
船
乗
り
は
自
分
た
ち
が
、
東
海
郡
域
か
ら
琅
邪
郡
域
へ
、
琅

邪
郡
域
か
ら
東
海
郡
域
へ
と
入
る
こ
と
を
確
認
し
た
指
標
で
あ
っ
た
に
ち
が
い

な
い
。
た
だ
、
問
題
な
の
は
、
刻
石
は
十
分
に
大
き
な
も
の
で
は
な
く
、
船
か

ら
は
そ
の
文
字
を
目
視
し
て
わ
か
る
よ
う
な
字
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
蘇
馬
湾
刻
石
の
背
後
を
見
る
と
、
突
出
し
た
山
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。

標
高
三
三
〇
ｍ
の
東
連
山
の
山
頂
は
、
琅
邪
か
ら
南
下
し
た
船
か
ら
は
よ
く
見

え
る
。
こ
の
山
を
航
路
標
識
と
し
て
航
行
し
、
蘇
馬
湾
で
休
息
や
風
待
ち
を
し
、

刻
石
で
自
分
た
ち
の
い
る
位
置
を
確
認
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
、

羊
窩
頭
刻
石
は
海
に
面
し
た
岩
場
に
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
蘇
馬
湾
か
ら
も

見
え
た
標
高
三
三
〇
ｍ
の
東
連
山
が
そ
び
え
て
み
え
る
。
こ
ち
ら
も
、
南
か
ら

来
た
船
人
が
、
山
を
見
て
、
近
づ
き
、
刻
石
を
確
認
し
た
可
能
性
を
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

以
上
で
本
稿
の
検
討
を
終
え
た
い
。
本
稿
の
結
論
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
以

下
の
よ
う
に
な
る
。

　

連
雲
港
市
の
東
連
島
の
北
側
で
発
見
さ
れ
た
二
つ
の
刻
石
、
す
な
わ
ち
「
蘇

馬
湾
刻
石
」「
羊
窩
頭
刻
石
」
は
、
そ
の
刻
文
か
ら
新
代
の
東
海
郡

県
と
琅

邪
郡

県
の
境
界
を
示
す
界
域
刻
石
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
二
つ
の
刻
石

は
二
㎞
し
か
離
れ
て
お
ら
ず
、
と
も
に
海
に
向
か
っ
て
刻
文
を
示
し
て
い
た
。

な
ぜ
、
二
つ
の
刻
石
が
こ
の
島
に
置
か
れ
た
の
か
。
漢
代
に
は

県
・

山
の

東
に
海
岸
線
が
あ
り
、
現
在
の
花
果
山
・
中
雲
台
山
・
北
雲
台
山
、
そ
し
て
刻

石
の
あ
る
東
連
島
ま
で
の
間
は
、
複
数
の
島
が
東
北
方
向
に
連
な
る
「
列
島
」

と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
は
、
山
東
半
島
と
長
江
流
域
を
結
ぶ
水
の
道
の
重
要
拠

点
で
あ
っ
た
。
南
北
の
航
行
ル
ー
ト
に
は
内
陸
運
河
ル
ー
ト
と
海
上
ル
ー
ト
が

あ
っ
た
が
、
刻
石
の
北
を
航
行
す
る
の
は
海
上
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
。
海
上
交
通

に
と
っ
て
風
は
重
要
な
原
動
力
で
あ
り
、
時
に
は
、
脅
威
で
も
あ
っ
た
。
風
を

待
ち
、
風
を
避
け
る
場
と
し
て
の
入
り
江
は
不
可
欠
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
密

集
し
た
島
々
に
は
良
好
な
入
り
江
が
存
在
し
た
。
東
連
島
の
標
高
三
三
〇
ｍ
の

頂
き
は
琅
邪
か
ら
南
下
し
た
船
を
蘇
馬
湾
に
、
淮
河
河
口
か
ら
海
岸
沿
い
に
北

上
し
た
船
を
羊
窩
頭
へ
と
引
き
寄
せ
る
視
覚
効
果
を
有
し
て
い
た
。
多
く
の
島

が
点
在
す
る
海
域
で
、
刻
石
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
船
は
現
在
の
自
分
た
ち
の

位
置
を
確
認
し
、
ま
た
、
陸
上
に
上
が
っ
た
場
合
の
郡
域
に
つ
い
て
の
情
報
も

得
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
「
東
海
琅
邪
郡
界
域
刻
石
」
は
海

上
を
航
行
す
る
船
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

註

（
1
）　

尹
湾
漢
墓
簡
牘
は
前
漢
末
の
成
帝
元
延
二
年
（
前
一
一
年
）
以
前
の
資
料
、「
蘇

馬
湾
刻
石
」
は
莽
新
の
始
建
国
四
年
（
後
一
二
年
）
の
紀
年
を
有
す
る
。
ま
た
、『
漢

書
』
地
理
志
は
平
帝
元
始
二
年
（
紀
元
後
二
年
）、『
後
漢
書
』
郡
国
志
は
永
和
五
年

（
一
四
〇
年
）
の
戸
口
統
計
が
書
か
れ
て
お
り
、
漢
代
の
伝
世
史
料
・
石
刻
史
料
・
簡

牘
史
料
が
そ
ろ
う
場
所
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
2
）　

尹
湾
漢
墓
簡
牘
に
つ
い
て
は
、
連
雲
港
市
博
物
館
・
中
国
社
会
科
学
院
簡
帛
研
究

中
心
・
東
海
県
博
物
館
・
中
国
文
物
研
究
所
『
尹
湾
漢
墓
簡
牘
』
中
華
書
局
、
一
九
九

七
年
、
連
雲
港
市
博
物
館
ほ
か
『
江
蘇
連
雲
港
・
揚
州
新
出
土
簡
牘
選
』、
毎
日
新
聞
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社
、
二
〇
〇
〇
年
、
お
よ
び
、
張
顕
成
・
周
群
麗
撰
『
尹
湾
漢
墓
簡
牘
校
理
』
天
津
古

籍
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
の
ほ
か
、
国
内
外
で
多
く
の
論
考
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）　

連
雲
港
市
文
管
会
弁
公
室
・
連
雲
港
市
博
物
館
「
連
雲
港
市
東
連
島
東
海
琅
邪
郡

界
域
刻
石
調
査
報
告
」『
文
物
』
二
〇
〇
一
年
八
期
。

（
4
）　

前
掲
注
（
3
）
連
雲
港
市
文
管
会
弁
公
室
ほ
か
論
文
で
は
、

県
と

県
が
陸
地

に
お
い
て
境
界
を
接
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
刻
石
を
「
海
疆
境
域
刻
石
」
と
す

る
が
、
本
稿
で
は
後
述
す
る
よ
う
に
、

県
そ
の
も
の
の
位
置
を
移
動
さ
せ
る
べ
き
と

考
え
て
い
る
。

（
5
）　

鶴
間
和
幸
「
秦
帝
国
の
形
成
と
東
方
世
界
│
始
皇
帝
の
東
方
巡
狩
経
路
の
調
査
を

ふ
ま
え
て
」『
茨
城
大
学
教
養
部
紀
要
』
二
五
号
、
一
九
九
三
年
（
の
ち
、『
秦
帝
国
の

形
成
と
地
域
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
年
所
収
）。
な
お
、
こ
の
論
文
は
一
九
九
一
年

九
月
二
日
か
ら
一
〇
月
四
日
ま
で
に
お
こ
な
わ
れ
た
斉
魯
地
域
の
現
地
調
査
に
基
づ
い

て
い
る
。
こ
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
鶴
間
氏
と
同
行
し
た
周
振
鶴
に
よ
る
「
秦
始
皇
東

巡
探
踪
」（『
随
無
涯
之
旅
』
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
一
九
九
六
年
）
も
あ
る
。

（
6
）　

佐
竹
靖
彦
「
所
謂
郡
界
刻
石
と
漢
代
の
領
域
編
成
」『
中
国
古
代
の
田
制
と
邑
制
』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年

（
7
）　

釈
文
の
確
定
に
あ
た
っ
て
は
、
劉
鳳
桂
・
丁
義
珍
「
連
雲
港
市
西
漢
界
域
刻
石
的

発
現
」『
東
南
文
化
』
一
九
九
一
年
一
期
、
周
錦
屛
「
連
島
西
漢
界
域
刻
石
及
其
書
法

価
値
」『
書
法
叢
刊
』
一
九
九
七
年
四
期
、
徐
玉
立
『
漢
碑
全
集
』
河
南
美
術
出
版
社
、

二
〇
〇
六
年
、
毛
遠
明
校
注
『
漢
魏
六
朝
碑
刻
校
注
』
第
一
冊
（
中
国
石
刻
文
献
研
究

叢
刊
）、
線
装
書
局
、
二
〇
〇
八
年
（
二
一
〜
二
三
頁
）、
連
雲
港
市
重
点
文
物
保
護
研

究
所
『
連
雲
港
石
刻
調
査
与
研
究
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
、
連
雲
港
市
重

点
文
物
保
護
研
究
所
『
石
上
墨
韵
│
連
雲
港
石
刻
拓
片
精
選
』
上
海
古
籍
出
版
、
二
〇

一
三
年
（
三
十
二
頁
、
蘇
馬
湾
刻
石
の
み
著
録
）
を
参
照
し
た
。

（
8
）　
「
琅
邪
」
は
史
料
に
よ
っ
て
「
琅
琊
」「
瑯
邪
」
等
の
表
記
が
見
ら
れ
る
。『
史
記
』

『
漢
書
』
で
は
ほ
と
ん
ど
が
「
琅
邪
」
で
あ
る
が
、『
史
記
』
漢
興
以
来
諸
侯
王
年
表
に

は
「
琅
琊
」、『
漢
書
』
高
恵
高
后
文
功
臣
表
・
営
陵
侯
劉
澤
に
は
「
瑯
邪
王
」
と
あ
る
。

『
後
漢
書
』
は
「
琅
邪
」
の
み
で
「
瑯
邪
」「
琅
琊
」
は
見
ら
れ
な
い
。
黄
河
の
治
水
で

有
名
な
王
景
伝
に
も
、
そ
の
祖
先
は
「
本
琅
邪
不
其
人
」
と
あ
る
。
た
だ
、『
東
観
漢

記
』
逢
萌
伝
に
「
逢
萌
隱
琅
琊
之
労
山
」
と
あ
り
（『
後
漢
書
』
逢
萌
伝
に
は
「
及
光

武
即
位
、
乃
之
琅
邪
労
山
」
と
あ
る
）、
こ
の
ほ
か
後
漢
時
代
に
成
立
し
た
と
考
え
ら

れ
る
『
論
衡
』『
風
俗
通
義
』『
列
仙
伝
』
に
は
「
琅
琊
」
の
語
が
あ
る
。『
呉
越
春
秋
』

『
越
絶
書
』
に
は
「
琅
琊
」「
琅
邪
」
両
方
の
表
記
が
あ
る
。『
三
国
志
』
で
は
魏
志
・

臧
霸
伝
に
「
太
祖
以
霸
為
琅
邪
相
」
と
あ
る
と
と
も
に
、
魏
志
・
武
帝
紀
建
安
十
年
に

は
「
割
東
海
之
襄
賁
・

・
戚
以
益
瑯
邪
，
省
昌
慮
郡
」
の
よ
う
に
「
瑯
邪
」
も
見
え

る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
伝
世
文
献
で
は
、
前
漢
代
に
関
す
る
表
記
は
「
琅
邪
」
が

ほ
と
ん
ど
で
、
後
漢
・
三
国
時
代
に
な
る
と
「
琅
邪
」
の
ほ
か
「
琅
琊
」「
瑯
邪
」
と

も
書
か
れ
る
こ
と
が
増
え
る
と
想
定
で
き
る
。
出
土
史
料
で
は
、
漢
印
に
「
琅
邪
尉

丞
」、
尹
湾
漢
墓
漢
簡
の
東
海
郡
下
轄
長
吏
名
籍
に
「
琅
邪
諸
王
宣
」「
琅
邪
柔
侯
国
王

謹
」、
名
謁
に
「
琅
邪
太
守
賢
迫
秉
職
不
得
離
国
謹
遣
吏
奉
謁
再
拜
」
と
あ
り
、
い
ず

れ
も
「
琅
邪
」
で
あ
る
。
新
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
本
刻
石
も
拓
本
の
「
邪
」
に
は

王
偏
は
見
ら
れ
な
い
。
な
お
、
唐
代
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
で
は
琅
琊
と
あ
る
。

（
9
）　

譚
其
驤
主
編
『
中
国
歴
史
地
図
集　

第
二
冊
（
秦
・
西
漢
・
東
漢
時
期
）』
地
図

出
版
社
、
一
九
八
二
年
。

（
10
）　
『
後
漢
書
』
郡
国
志
北
海
郡
拒
県
の
校
注
に
は
「『
集
解
』
引
銭
大
昕
説
、
謂

「
拒
」
当
作
「
挺
」。『
宋
書
』
州
郡
志
注
「
挺
令
、
前
漢
属
膠
東
、
後
漢
属
北
海
」。
或

以
琅
邪
之

当
之
、
琅
邪
之

従
木
不
従
手
、
志
不
言
故
属
琅
邪
、
字
形
偏
旁
亦
異
、

故
知
非
也
。
王
先
謙
謂
銭
説
是
、
今
拠
改
。」
と
あ
る
。

（
11
）　

上
掲
注
（
9
）『
中
国
歴
史
地
図
集
』
の
前
漢
・
後
漢
の
地
図
で
は
と
も
に
、
漢

代
の
贛
楡
県
を

県
の
北
、
現
在
の
贛
楡
区
よ
り
も
二
五
㎞
ほ
ど
北
の
柘
汪
区
に
比
定

し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
水
経
注
図
』
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
贛
楡
県
も

県
も
前
漢
代

に
は
琅
邪
郡
に
属
し
て
お
り
、

県
│

県
│
贛
楡
と
南
北
に
配
列
し
、

県
・

県

の
間
に
郡
界
が
あ
っ
て
も
問
題
は
な
い
。
現
在
の
贛
楡
区
も
し
く
は
そ
の
内
陸
に

県

が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、『
水
経
注
』
に
あ
る
よ
う

に
、
游
水
が

県
を
過
ぎ
て
、
内
陸
へ
と
北
行
す
る
こ
と
は
高
低
差
を
考
え
て
も
、
不

可
能
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
他
の
河
川
の
流
れ
と
混
同
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
だ
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ろ
う
。

（
12
）　

紙
屋
正
和
「
王
莽
期
の
地
方
行
政
」『
福
岡
大
学
人
文
論
叢
』
三
十
八
巻
四
号
、

二
〇
〇
七
年

（
13
）　

な
お
、
佐
竹
注
（
6
）
前
掲
論
文
で
は
「
頂
」
を
「
陌
」
と
解
し
、

県
と

県

の
間
に
は
東
西
に
高
ま
っ
た
区
画
が
あ
る
と
考
え
る
。

（
14
）　
『
水
経
注
』
引
『
漢
書
』
地
理
志
は
東
南
と
あ
る
。『
水
経
注
疏
』
で
楊
守
敬
は
羽

山
が
い
ま
の
海
州
の
西
北
に
在
り
と
す
る

（
15
）　

小
嶋
茂
稔
『
漢
代
国
家
統
治
の
構
造
と
展
開
』「
第
Ⅱ
部
第
一
章
漢
代
に
お
け
る

州
・
刺
史
制
度
の
成
立
と
そ
の
展
開
」（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
ほ
か
参
照
。

（
16
）　

前
掲
注
（
12
）
紙
屋
論
文
参
照
。

（
17
）　

前
掲
注
（
3
）
連
雲
港
市
文
管
会
弁
公
室
ほ
か
論
文
は
「

北
界
盡
」
と
読
み
、

こ
の
刻
石
が

県
の
北
の
境
界
で
あ
る
と
解
釈
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て

県
の
東
・
西
・

南
・
北
の
境
界
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

（
18
）　

惠
多
谷
雅
弘
・
鶴
間
和
幸
・
中
野
良
志
・
村
松
弘
一
・
小
林
次
雄
・
吉
田
愛
・
福

島
惠
「
多
衛
星
デ
ー
タ
を
用
い
た
秦
帝
国
の
空
間
的
考
察
」『
学
習
院
大
学
国
際
研
究

教
育
機
構
研
究
年
報
』
三
号
、
二
〇
一
七
年
お
よ
び
惠
多
谷
雅
弘
・
鶴
間
和
幸
・
村
松

弘
一
・
福
島
恵
・
中
野
良
志
・
段
宇
「
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
デ
ー
タ
と
歴
史
資

料
を
用
い
た
秦
東
門
考
察
：「
太
平
寰
宇
記
」
を
中
心
に
」『
学
習
院
大
学
国
際
研
究
教

育
機
構
研
究
年
報
』
四
号
、
二
〇
一
八
年

（
19
）　

連
雲
港
市
重
点
文
物
保
護
研
究
所
『
石
上
墨
韵
│
連
雲
港
石
刻
拓
片
精
選
』
上
海

古
籍
出
版
、
二
〇
一
三
年
参
照

（
20
）　

東
海
廟
碑
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
18
）
惠
多
谷
ら
論
文
（
二
〇
一
八

年
）
参
照
。

（
21
）　

連
雲
港
市
重
点
文
物
保
護
研
究
所
『
連
雲
港
石
刻
調
査
与
研
究
』
上
海
古
籍
出
版

社
、
二
〇
一
五
年

（
22
）　
『
海
州
直
隷
州
志
』
嘉
慶
一
六
年
（
一
八
一
一
年
）
刊
（
中
国
方
志
叢
書
）

（
23
）　

F
o

o
d

M
a

p

の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
はh

ttp
://flo

o
d

.firetree.n
et/

を
参
照
（
二
〇
二
〇
年

九
月
三
〇
日
確
認
）。

（
24
）　

前
掲
注
（
18
）
惠
多
谷
ら
論
文
参
照

（
25
）　
『
山
東
通
志
』
乾
隆
元
年
刊
（
四
庫
全
書
）

（
26
）　

始
皇
帝
の
巡
幸
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
5
）
鶴
間
論
文
な
ど
参
照
。

（
27
）　

溝
に
つ
い
て
は
水
野
卓
「
春
秋

溝
考
」
お
よ
び
青
木
俊
介
「
漢
代
に
お
け
る

東
ア
ジ
ア
海
文
明
の
萌
芽
と

溝
の
役
割
」、
と
も
に
鶴
間
和
幸
・
葛
剣
雄
編
『
東
ア

ジ
ア
文
明
の
歴
史
と
環
境
』
東
方
書
店
、
二
〇
一
三
年
ほ
か
が
あ
る
。

（
28
）　

以
下
、
本
稿
の
円
仁
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
テ
キ
ス
ト
お
よ
び
翻
訳
は
、
足
立

喜
六
訳
注
・
塩
入
良
道
補
注
（
円
仁
）『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
東
洋
文
庫
（
平
凡
社
）、

一
九
七
〇
年
に
基
づ
い
て
い
る
。
ま
た
、
小
野
勝
年
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
の
研
究
』

鈴
木
学
術
財
団
、
一
九
六
四
年
〜
一
九
六
九
年
（
の
ち
、
法
蔵
館
、
一
九
八
九
年
、
復

刊
）、
エ
ド
ウ
ィ
ン
．
Ｏ
．
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
『
円
仁　

唐
代
中
国
へ
の
旅
：『
入
唐
求
法

巡
礼
行
記
』
の
研
究
』（
田
村
完
誓
訳
）、
原
書
房
、
一
九
八
四
年
（
の
ち
、
講
談
社
学

術
文
庫
、
一
九
九
九
年
、
復
刊
）
等
も
参
照
し
た
。
な
お
、
近
年
の
日
中
共
同
研
究
成

果
と
し
て
、
葛
継
勇
・
河
野
保
博
『
入
唐
僧
の
求
法
巡
礼
と
唐
代
交
通
』
大
樟
樹
出
版

社
合
同
会
社
、
二
〇
一
九
年
が
あ
る
。

（
29
）　

小
野
本
注
は
東
海
山
を
雲
台
山
に
比
定
す
る
。
た
だ
し
、
当
時
の
雲
台
山
は
陸
路

で
東
海
県
と
は
つ
な
が
っ
て
お
ら
ず
、

山
と
混
同
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

（
30
）　

西
連
島
の
鷹
遊
山
と
い
う
説
（
足
立
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
）
と
雲
台
山
の
東
方
の
高

公
島
と
す
る
説
（
小
野
本
注
）
が
あ
る
。

※
本
論
文
は
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｂ
）（
研
究
課
題
番
号1

9
H

0
1
3
5
9

）「
多
地
域
で
の

遺
跡
探
査
を
可
能
と
す
る
衛
星
デ
ー
タ
の
応
用
に
関
す
る
研
究
」（
研
究
代
表
者
：
惠

多
谷
雅
弘
、
研
究
分
担
者
：
鶴
間
和
幸
・
村
松
弘
一
ほ
か
）
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
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追
記
：
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て

本
号
は
鶴
間
和
幸
先
生
の
ご
退
職
の
特
集
号
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。
そ
の
特

別
号
に
際
し
て
、
ど
う
し
て
も
こ
の
論
文
を
投
稿
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考

え
て
い
た
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
連
雲
港
の
郡
界
域
刻
石
の
こ
と
を
初
め
て
知

っ
た
の
は
、
約
三
十
年
前
、
一
九
九
一
年
の
一
〇
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
、

私
は
慶
應
義
塾
大
学
の
二
年
生
で
、
茨
城
大
学
か
ら
非
常
勤
講
師
と
し
て
来
て

く
だ
さ
っ
た
鶴
間
先
生
が
東
洋
史
特
殊
の
授
業
の
な
か
で
お
話
し
し
て
く
だ
さ

っ
た
の
で
あ
る
。
先
生
は
そ
の
夏
、
復
旦
大
学
の
周
振
鶴
先
生
と
と
も
に
、
秦

の
始
皇
帝
の
東
方
巡
幸
を
テ
ー
マ
と
し
た
山
東
半
島
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を

な
さ
り
、
帰
国
直
後
に
調
査
で
得
た
情
報
や
旅
の
話
を
学
部
学
生
に
し
て
く
だ

さ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
古
代
史
研
究
と
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
の
醍
醐
味
を
十
九

歳
の
私
に
感
じ
さ
せ
て
く
だ
さ
っ
た
瞬
間
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
の
ち
、
鶴
間
先

生
は
学
習
院
大
学
に
着
任
さ
れ
、
私
も
博
士
後
期
課
程
の
学
生
と
し
て
学
習
院

大
学
へ
入
学
し
た
。
陝
北
、
内
モ
ン
ゴ
ル
、
黄
河
下
流
、
長
安
、
鄭
国
渠
、
韓

国
鬱
陵
島
、
エ
ジ
プ
ト
の
ギ
ザ
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
な
ど
、
実
に
多
く
の
場

所
に
同
行
し
、
研
究
の
場
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
鶴
間
史
学
が
ど
う
あ

る
か
を
問
わ
れ
れ
ば
、
伝
世
文
献
・
出
土
文
字
資
料
・
考
古
資
料
・
周
辺
科
学

の
成
果
（
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
デ
ー
タ
等
）
を
徹
底
的
に
集
め
、
整
理
し
て
、

現
場
を
歩
き
、
複
合
的
に
分
析
す
る
と
い
う
手
法
な
の
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

そ
の
継
承
者
の
一
人
と
し
て
、
今
後
は
共
同
研
究
の
拠
点
を
他
所
に
移
し
つ
つ

も
、
鶴
間
先
生
の
周
り
に
集
ま
る
研
究
者
と
と
も
に
学
び
続
け
た
い
と
本
稿
の

執
筆
を
通
じ
て
思
い
を
新
た
に
し
ま
し
た
。


